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■
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
（
県
の
制
度
）

●
対
象
と
な
る
人

①
年
齢
要
件　

０
歳
～
小
学
校
就
学
前
ま
で

②
所
得
要
件　

税
額
控
除
（
配
当
控
除
、
外
国
税

額
控
除
、
調
整
控
除
）
前
の
市
町
村
民
税
所
得
割

額
13
万
６
７
０
０
円
以
下
の
世
帯
（
父
母
の
合
算

額
）

※
年
少
扶
養
控
除
廃
止
前
の
旧
税
額
を
計
算
し
て

所
得
要
件
を
判
定
し
ま
す
。

■
ち
び
っ
子
医
療
費
助
成
制
度
（
町
の
制
度
）

●
対
象
と
な
る
人

①
年
齢
要
件　

０
歳
～
小
学
校
６
年
生
ま
で
（
未

就
学
児
は
、
県
制
度
非
該
当
の
者
の
み
）

②
所
得
要
件　

な
し

■
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成
制
度
（
県
の
制
度
）

●
対
象
と
な
る
人

①
世
帯
要
件

ア　

18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
３
月
31
日

ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
を
養
育
す
る
ひ
と
り
親
家

庭
の
母
ま
た
は
父
お
よ
び
当
該
児
童

イ　

父
母
の
い
な
い
18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最

初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童

②
所
得
要
件　

市
町
村
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯

（
同
居
の
父
母
等
の
課
税
額
も
対
象
で
、
世
帯
が
別

で
も
実
態
が
同
居
の
場
合
は
、
同
一
世
帯
と
見
な

し
ま
す
。）

※
年
少
扶
養
控
除
廃
止
前
の
旧
税
額
を
計
算
し
て

所
得
要
件
を
判
定
し
ま
す
。

■
中
学
生
医
療
費
助
成
制
度
（
町
の
制
度
）

●
対
象
と
な
る
人

①
年
齢
要
件　

中
学
校
１
年
生
～
中
学
校
３
年
生

ま
で

②
所
得
要
件　

な
し

■
受
給
者
証
有
効
期
間

　

８
月
１
日
～
平
成
30
年
７
月
31
日

　

対
象
に
な
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
役
場
福
祉
課

ま
た
は
最
寄
り
の
総
合
支
所
・
出
張
所
で
申
請
の

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
す
で
に
受
給
し
て
い
る
方
に
は
更
新
書

類
を
送
っ
て
い
ま
す
の
で
、
手
続
き
の
お
済
み
で

な
い
方
は
７
月
31
日
㈪
ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

印
鑑
、
受
給
対
象
者
の
健
康
保
険
証

■
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課　

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

福 

祉 

医 

療 

費 

助 

成 

制 

度 

の 

お 

知 

ら 

せ

　

福
祉
医
療
費
助
成
制
度
は
、
対
象
者
の
医
療
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
医
療
保
険
の
自
己
負
担
額
を
公
費

で
助
成
す
る
制
度
で
す
。

　

な
お
、
乳
幼
児
・
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成
（
県
制
度
）
の
一
部
負
担
金
（
入
院
２
０
０
０
円
、
通

院
１
０
０
０
円
）
お
よ
び
、
ち
び
っ
子
・
中
学
生
医
療
費
助
成
（
町
制
度
）
の
自
己
負
担
額
は
、
米
軍
再

編
交
付
金
を
活
用
し
て
、
県
内
医
療
機
関
で
の
窓
口
負
担
を
な
く
し
て
い
ま
す
。

かしこい
消費者

めざせ！

ご
相
談
は
…

　

柳
井
地
区
広
域
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
２
１
２
５

　

山
口
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
３
（
９
２
４
）
０
９
９
９

【
相
談
】

　
「
民
事
訴
訟
管
理
セ
ン
タ
ー
」
か
ら
、
過
去
に
利
用
し
た
業
者
へ
の

支
払
い
が
あ
る
と
い
う
は
が
き
が
届
い
た
。
心
当
た
り
は
な
い
が
、

連
絡
を
取
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

【
対
応
】

　

こ
の
名
称
を
名
乗
る
機
関
か
ら
の
架
空
請
求
は
が
き
に
つ
い
て
の

相
談
が
、
全
国
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
に
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
伝
え
、
決
し
て
相
手
に
連
絡
を
と
っ
た
り
支
払
っ
た
り
し
な

い
よ
う
助
言
し
ま
し
た
。

【
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
講
座
】

　

こ
の
機
関
以
外
に
も
、
実
在
す
る
公
的
機
関
に
よ
く
似
た
名
称
な
ど

を
名
乗
っ
た
機
関
か
ら
、
は
が
き
や
メ
ー
ル
で
利
用
し
た
覚
え
が
な
い

請
求
を
さ
れ
た
と
い
う
、
悪
質
な
架
空
請
求
が
横
行
し
て
い
ま
す
。
架

空
請
求
で
は
相
手
に
連
絡
を
し
た
り
支
払
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、「
裁
判
所
か
ら
の
支
払
い
督
促
」
な
ど
、
放
置
し
て
は
い

け
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
真
偽
を
判
断
で
き
な
い
場
合
や
心

配
な
時
は
、
柳
井
地
区
広
域
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
や
県
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
な
ど
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

「
民
事
訴
訟
管
理
セ
ン
タ
ー
」
か
ら
の
架
空
請
求
は
が
き
は

無
視
し
て
く
だ
さ
い
！■

問
い
合
わ
せ　

周
防
大
島
町
商
工
観
光
課

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
３


